
分類 No 質問 回答

全般 1

この調査の回答は必須か。

回答した内容がそのまま医療措置協定の内容となる

のか。

本調査の結果をもとに協定締結に向けた協議を行うほか、今年度改定する感染

症予防計画に設定する数値目標の基礎データになりますので、調査へのご理

解・ご協力をお願い致します。

なお、あくまでも回答内容をベースに協議を行いますので、今回ご回答いただ

く内容で、協定締結内容が確定するわけではありません。

全般 2
医療措置協定を締結すると、何か制限があるのか。

締結に関してインセンティブはあるのか。

協定締結医療機関は、新感染症が発生した際、都道府県からの要請により入

院・外来医療等を提供いただきます。

協定締結医療機関に対しては、協定締結医療機関の設置に要する費用補助（設

備整備費）、個人防護具の備蓄にかかる保管施設整備費用補助、新型コロナ対

応時の病床確保料のような補助等が厚生労働省において検討中であるほか、流

行初期期間に感染症の医療を提供いただく協定締結医療機関については、流行

初期医療の確保に要する費用を支給する措置（流行初期医療確保措置※）の対

象となります。

※感染症医療の提供を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療

報酬収入を下回った場合、その差額を支払うもの。

全般 3 協定の内容に違反したら、罰則規定等はあるのか。

協定書第８条において、協定を締結した医療機関が正当な理由なく措置を講じ

ない場合、勧告・指示・公表の措置の対象となる旨規定されています。

但し、勧告・指示等の措置の実施に当たっては、措置を行う前に、地域の医療

機関等の関係者間での話し合いに基づく調整を行い、締結した協定の措置を講

じないことによる患者の生命・健康等への影響や代替手段の有無等を総合的に

考慮して、慎重に判断することとされています。

また、都道府県において勧告・指示・公表の是非の判断に当たっては、都道府

県医療審議会等の意見を聴取するなど、手続きの透明性の確保が求められてい

ます。

全般 4 協定を締結したら、医療機関名が公表されるのか。
感染症法第３６条の３第５項の規定により、知事は協定を締結したときは、イ

ンターネットなどにより協定の内容を公表することが規定されています。
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全般 5
協定の内容に変更が生じた場合は、協定書の変更が

必要なのか。

確保病床数等の協定書の内容に変更が生じた場合は、協定書の変更が必要とさ

れています（小さな変更の場合は双方に変更の記録を残せば協定の変更までは

不要）。

協定締結後、その内容に変更が生じた場合は京都府へ御連絡ください。

全般 6
協定の締結は、管理者ではなく開設者とできないの

か。
感染症法上、医療機関の管理者と協定を締結する必要があります。

全般 7
医療機関の管理者が変わった場合、協定を再締結す

る必要があるのか。

協定に基づく権利義務は、管理者が変わった場合でも承継され、協定の再締結

は不要とされています。

全般 8
協定締結に当たって、施設の人数的な制約はないか

（常勤の医療従事者〇人以上等）。
ありません。

全般 9

ある分野に特化した病院（例えば精神科）の場合、

締結する協定の項目（病床・発熱外来）は、その分

野の患者のみを対象とした内容の者とすることは可

能か。

問題ありません。

全般 10
現行の感染症指定医療機関の感染症病床は、協定の

対象になるのか。

感染症病床は協定の対象外ですが、それ以外の一般病床部分等を感染症まん延

時に転換してより多くの医療提供を行っていただける場合、その部分が協定の

対象になります。

全般 11
現行の感染症指定医療機関はどのような内容が協定

締結の対象となるのか。

感染症病床以外の病床確保の他、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、人

材派遣、個人防護具の備蓄が協定締結の対象になります（後方支援について

は、感染症指定医療機関にはあまり想定されませんが、対象ではあります）。

病床の確保 1

新型コロナ対応時、病床確保はしていなかったが、

自院における入院患者が陽性になった際はそのまま

入院対応としていた。自院にかかっている患者（か

かりつけ患者）に限って病床確保が可能な場合も、

協定締結の対象になるのか。

本調査には対応可能な病床数を記入ください。

なお、かかりつけ患者に限って対応が可能な場合、協定書に補足を加えたうえ

で協定を締結する可能性があります。

発熱外来 1
新型コロナ対応時は、抗原定性検査が主流であった

が、核酸検出検査のみとなっているのはなぜか。

次の感染症危機時において、抗原定性検査キットが実用化されれば当然活用さ

れることとなりますが、新型コロナの経験を踏まえると、その実用化には一定

の時間がかかることが想定されるため、協定においては【流行初期】【流行初

期以降】ともに、核酸検出検査のみの対応見込みとされています。



発熱外来 2 検査方法は、抗原検査のみを実施する場合は対応可能人数は０でいいのか。
検査方法はPCR法を想定しているので、抗原検査のみなら０と記載してくださ

い。

自宅療養者への医

療の提供
1
医療機関におけるオンライン診療には電話は含まれ

るのか。
含まれます。

自宅療養者への医

療の提供
1
薬局のオンライン服薬指導には電話は含まれるの

か。
含まれます。

人材派遣 1

ワクチン接種の打ち手の派遣は、「感染症医療担当

従事者」と「感染症予防等業務対応関係者」のどち

らに該当するのか。

今回の調査でお伺いしている「感染症医療担当従事者」・「感染症予防等業務

対応関係者」には、ワクチン接種の打ち手は含まれません。

個人防護具の備蓄 1 個人防護具の購入は補助がでるのか。

個人防護具の購入費は各機関にご負担いただくことを想定しています。

個人防護具は、平素から備蓄物資を順次取り崩して一般医療の現場でも使用す

る回転型の運営が望ましいとされています。なお、個人防護具の保管に係る保

管施設整備については、国において現在支援が検討されているところです。

個人防護具の備蓄 2

個人防護具の備蓄方法は、物資の取引先と提携し、

有事に優先供給をしていただく取り決めをすること

でも可能か。

備蓄の運営方法は、各機関において物資を備蓄いただくことが望ましいです

が、それが困難な場合は、優先供給契約により感染症有事の優先供給を約定し

ておくことでも可能とされています。


